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（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 ５，０００万円以下又は従業員  ５０人以下 

 資本金 ５，０００万円以下又は従業員 １００人以下 

 資本金     １億円以下又は従業員 １００人以下 

 資本金     ３億円以下又は従業員 ３００人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

（※） 計画（変更）届の提出は郵送による提

出が可能です（郵送事故防止のため、必ず簡易

書留など配達の記録が残る方法で、郵送してく

ださい。その場合、提出期限までに到達する必

要があります。）。 

【出向実施計画（変更）届（出向元事業主） 記載例】 

 

常時雇用する労働者の数は届出日現在、「２
か月を超えて使用される者であり、かつ、週当
たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業

員と概ね同等である者」の数を記入してくだ
さい。 
（参考） 

２か月を超えて使用される者とは実態とし
て２か月を超えて使用されている者のほ
か、それ以外の者であっても雇用期間の定

めのない者及び２か月を超える雇用期間の
定めのある者を含みます。 

 

週当たりの所定労働時間が当該企業の通常
の従業員と概ね同等である者とは、現に当
該企業の通常の従業員の週当たりの労働時

間が40時間である場合は概ね40時間である
者をいいます。 

出向元事業主が出向を開始する日の前日
（可能であれば２週間前）（天災その他当該期

日までに提出しなかったことについてやむを
得ない理由があるときは、当該理由のやんだ
後1か月が経過する日）までに提出していただ

くようお願いします。出向先事業所の増加・
変更、出向労働者の変更、出向労働者数の増
加、出向期間の延長、賃金類型、支給申請頻

度に変更を生じたときは、その変更が生じる
日のうち最も早い日から起算して３か月前の
日から前日（天災その他当該期日までに提出

しなかったことについてやむを得ない理由が
あるときは、当該理由のやんだ後1か月が経過
する日）までに速やかに変更内容を届けてく

ださい。 
 ただし、事務担当者職・氏名、出向予定労
働者、予定期間の範囲内で減少する変更の場

合は変更届の提出を省略できます。 

大分類は P.11の「日本標準産業分類」を参

考に、出向元事業所の主たる事業の大分類を
記載してください。企業規模は「大」又は「中
小」のどちらかに「○」を付けてください。 

【添付書類】 
○確認書類(1) 労働組合等との協定書 

① 出向の実施について労働組合等との間で締結した協定書 

※P.19の記載事項が記載されている必要があります。 
② 労働者代表の確認のための書類 

(ｱ) 労働組合がある場合 

組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類 
(ｲ) 労働組合がない場合 
「労働者代表選任書」、「委任状」などの書類（労働者代表及

び労働者により氏名等を記載されたもの。） 
○確認書類(2) 事業所の状況に関する書類 

① 生産指標の確認のための書類 

生産量要件を比較する期間の、月ごとの売上高、生産高又は出荷
高を確認できる「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」など
の書類 

② 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類 
(ｱ) 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所
定労働時間等や、賃金締切日等の賃金制度の規定を確認でき

る「就業規則」「給与規定」などの書類 
(ｲ) 出向を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場
みなし労働時間制又は裁量労働制をとっている場合は、(ｱ)に

加えて、そのことに関する労働組合等との協定書（企画業務
型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書）又はその監督署
へ届け出た際の届出書の写し 

③ 事業所の概況と中小企業事業主（※）に該当しているかの確認
のための書類 

中小企業事業主に該当する場合．に次の書類を提出していた

だくことがあります。 
(ｱ) 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」
「登記事項証明書」「法人税確定申告書」などの書類 

(ｲ) 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会
社組織図」などの書類 

 

 
○確認書類(3) 出向契約に関する書類 

① 出向の実施について出向先事業主との間で締結した出向契約

書 
「出向契約書」（P.20に示す事項が盛り込まれていること） 
② 出向労働者が出向に同意していることの確認のための書類 

各出向労働者本人が出向することについて同意している旨を確
認できる、「出向に係る本人同意書」（様式第５号） 
 

 
（注）添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂
く場合もありますので御了承ください。 

また、提出いただいた添付書類について、出向の実施状況の確認等の
ために実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケート調
査等において使用させていただくことがあります。 

計画届に基づく

出向期間中に支
給を受ける（予
定を含む）助成

金等の有無及び
有の場合はその
助成金等の名称

を記載してくだ
さい。 

変更届を提出す
る場合に「○」を

付けてくださ
い。複数当ては
まる場合は該当

するもの全てに
「○」を付けて
ください。 
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【出向先事業所別調書 記載例その１】 

  
出向元事業所と出向先事業所の間で互いに

労働者を交換し合うことを指します。 

本ガイドブックの「資本的、経済的、組織的
関連性等からみた独立性について」（P.9）をご
参照ください。 
出向元事業主と出向先事業主との間に資本

金等の関係がある場合には有とし、その内容を
記入してください。 

【賃金類型】 

Ａ型＝ 出向元 自社負担分を出向先へ 
出向先 自社負担分と出向元から提供された分を併せて 

労働者へ支払い 

Ｂ型＝ 出向元 自社負担分の一部を出向先へ、残りの分を労働者へ 
出向先 自社負担分と出向元負担分を併せて労働者へ 

Ｃ型＝ 出向元 自社負担分と出向先負担分を併せて労働者へ 

出向先 自社負担分を出向元へ 
Ｄ型＝ 出向元 自社負担分と出向先負担分を併せて労働者へ 

出向先 自社負担分の一部を出向元へ、残りの分を労働者へ 

Ｅ型＝ 出向元 自社負担分を労働者へ 
出向先 自社負担分を労働者へ 

Ｆ型＝ 出向元 全額自社負担で労働者へ 

出向先 負担なし 
Ｇ型＝ 出向元 負担なし 

出向先 全額自社負担で労働者へ 

出向を始めてから何ヶ月毎に支給申請を行
うかを○で囲んでください。 
（変更を行う場合には、必ず変更の生じる前日
までに変更届を提出してください。） 

以下に従って記入してください。 

○ 出向先事業所に係る計画届・変更届（様式第１号の（８）
欄が a 又は b のいずれかの場合に限る）を初めて提出す
る場合は、②(３)欄の出向開始予定日（裏面10のイに該当

する者に限る）のうち、最も遅い日及び当該日から起算し
て12か月が経過する日を記載してください。○ 出向先
事業所に係る変更届（様式第１号の（８）欄が a 又は b の

いずれかの場合）を提出する場合は、①(２－１)欄には、
次のイ及びロを比較の上、イが遅い場合は、上段には、
②(３)欄の出向開始予定日（裏面10のイに該当する者に

限る）のうち最も遅い日を記載し、下段には当該日から起
算して12か月が経過する日を記載してください。また、ロ
が遅い場合は、①(２－２)欄の審査対象期間（前回提出

時）を転記してください。 
イ ②(４)欄の出向終了予定日のうち最も遅い日 
ロ ①(２－２)欄の審査対象期間（前回提出時）の末日 

○ 変更届（様式第１号の（８）欄が a 又は b のいずれでも
ない場合）を提出する場合は、①(２－１)欄には、前回提
出した計画届・変更届の①（２－１）欄を転記してくださ

い。 

前回提出した計画届・変更届の①（２－１）欄を転記
してください。なお、今回の届出が初めて提出する計
画届・変更届である場合は記載不要です。 
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【出向先事業所別調書 記載例その２】 

  

その出向労働者の賃金締切日が毎月一定の
期日で定められている場合、当該締切日を記載
してください。定められていない場合は、記入
不要です。 

出向を予定しているすべての労働者ごとに（１）～
（５）について記載してください。ただし、次のイ又
はロのいずれかに該当する対象労働者以外は記載で
きないため、ご注意ください。 

イ ②(３)欄の出向開始予定日（※）がこの届出の
提出日から起算して３か月以内である者 

ロ ②(４)欄の出向終了予定日が、イに該当する者
のうち出向開始予定日（※）の最も遅い者の出向
開始予定日（※）から起算して12ヶ月以内である
者 
※ 変更届を提出する場合で出向労働者を追加
する場合は、追加した出向労働者に係る出向開
始予定日とし、出向期間の延長の場合は出向期
間の延長を開始する日（変更前の出向終了日の
翌日）とします。 

（３）欄～（４）欄の期間は１か月以上１年
以内である必要があります。 
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（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 ５,０００万円以下又は従業員  ５０人以下 

 資本金 ５,０００万円以下又は従業員 １００人以下 

 資本金     １億円以下又は従業員 １００人以下 

 資本金     ３億円以下又は従業員 ３００人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

（※）計画（変更）届の提出は郵送による提出

が可能です（郵送事故防止のため、必ず簡易書

留など配達の記録が残る方法で、郵送してくだ

さい。その場合、提出期限日までに到達する必

要があります。）。 

 

【出向実施計画（変更）届（出向先事業主） 記載例】 

この書類は出向先事業主が作成し、出向元事
業所に提出してください。出向元事業所が取り
まとめて届出を行います。 

出向元事業主が出向を開始する日の前日（可
能であれば２週間前）（天災その他当該期日ま
でに提出しなかったことについてやむを得な

い理由があるときは、当該理由のやんだ後1か
月が経過する日）までに提出していただくよう
お願いします。出向先事業所の増加・変更、出

向労働者の変更、出向労働者数の増加、出向期
間の延長、賃金類型、支給申請頻度に変更を生
じたときは、その変更が生じる日のうち最も早

い日から起算して３か月前の日から前日（天災
その他当該期日までに提出しなかったことに
ついてやむを得ない理由があるときは、当該理

由のやんだ後1か月が経過する日）までに速や
かに変更内容を届けてください。 
 ただし、事務担当者職・氏名、出向予定労働

者、予定期間の範囲内で減少する変更の場合は
変更届の提出を省略できます。 

【添付書類】 
○確認書類(2)  事業所の状況に関する書類 

① 受け入れている派遣労働者の人数の確認のための書類
（派遣労働者を受け入れている場合） 
比較するそれぞれの月ごとの月末の人数を確認するこ 

とができる「派遣先管理台帳」 
② 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のため
の書類 

(ｱ) 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休
日・所定労働時間等や、賃金締切日等の賃金制度の規
定を確認できる「就業規則」「給与規定」などの書類 

(ｲ) 出向を実施する事業所であって、変形労働時間制、
事業場みなし労働時間制又は裁量労働制をとっている
場合は、(ｱ)に加えて、そのことに関する労働組合等と

の協定書（企画業務型裁量労働制の場合は労使委員会
の決議書）又はその監督署へ届け出た際の届出書の写
し 

③ 事業所の概況と中小企業事業主（※）に該当しているか
の確認のための書類 

中小企業事業主に該当する場合．に次の書類を提出し

ていただくことがあります。 
(ｱ) 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレ
ット」「法人税確定申告書」などの書類 

(ｲ) 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名
簿」「会社組織図」などの書類 

 

（注）添付書類については、上に示したもの以外の書類を提
出して頂く場合もありますので御了承ください。 
また、提出いただいた添付書類について、出向の実施状況の確

認等のために実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方への
アンケート調査等において使用させていただくことがありま
す。 

②（１）の期間中に支給を受ける（予定を含む）助成金等の有無及び有の場合は
その助成金等の名称を記載してください。 

出向元事業所と出向先事業所の間で互いに労働者を交換し合うことを指しま
す。 

本ガイドブッ  
クの「資本的、経  

済的、組織的関  
連性等からみた
独 立 性 に つ い  

て」（P.9）をご参 
照ください。 
該当する選択

肢を○で囲んで
ください。 

変更届を提出す

る場合に「○」を
付けてくださ
い。複数当ては

まる場合は該当
するもの全てに
「○」を付けて

ください。 

常時雇用する労働者の数は届出日現在、「２
か月を超えて使用される者であり、かつ、週当

たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業
員と概ね同等である者」の数を記入してくだ
さい。 

（参考） 
２か月を超えて使用される者とは実態とし
て２か月を超えて使用されている者のほ

か、それ以外の者であっても雇用期間の定
めのない者及び２か月を超える雇用期間の
定めのある者を含みます。 

 
週当たりの所定労働時間が当該企業の通常
の従業員と概ね同等である者とは、現に当

該企業の通常の従業員の週当たりの労働時
間が40時間である場合は概ね40時間である
者をいいます。 

大分類は P.11の「日本標準産業分類」を参
考に、出向先事業所の主たる事業の大分類を

記載してください。企業規模は「大」又は「中
小」のどちらかに「○」を付けてください。 
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【出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書 記載例】 

  

 

  

 

  

【計画届または変更届の提出時】 

出向を開始する日の前日（可能あれば２週間前）

までに計画届に併せて提出してください。ただし、

出向を開始する日の前日までに提出が困難である場

合は、計画届を提出した日から起算して１ヶ月を経

過する日又は初回の支給申請書の提出日のいずれか

早い日までに提出することができます。 
計画届の審査は全ての書類の提出後となりますの

で、提出期限に関わらず可能な限りお早めにご提出
ください。 

○原則として、Ａ欄、Ｂ欄に1ヶ月分の売上
高等を記載してください。 
ただし、A 欄に対応する前年度の対象月が、
令和６年１月以降となる場合においては、
令和５年１月から12月までの任意の１か月
（当該１か月間を通じて雇用保険被保険者
がいる場合に限る。）分の売上高等を D 欄に
記載してください。 

 
※Ａ、Ｂ、Ｄ欄に計算の結果端数が生じる場
合は、小数点以下を四捨五入して下さい。
Ｃ、E 欄は計算の結果、小数点以下の端数
が生じる場合は、小数点以下第２位まで
記載し、第３位以降を…と記載してくだ
さい。 

 
※Ｃまたは E 欄の値が90以下の場合に支給
対象となります。 

※出向労働者の追加や出向期間の延長に伴
い、出向先事業所ごとの労働者の出向終
了日が審査対象期間（３（１）ウ「計画届
に記載できる対象労働者の出向時期」
（P.16））の末日を超える変更届を提出す
る場合は本様式を改めて作成し、変更届
と併せて提出してください。この場合、
「計画届の提出日」となっている部分は
「変更届の提出日」と読み替えます。 

売上高によりがたい場合は生産高等を括弧
内に記入して生産実績表、出荷伝票等の添付
書類を併せて提出してください。 
 

添付書類の例 
○建 設 業……総合推移損益計算書、工事

請負契約書等 
○電気工事業……工事請負契約書等 
○製 造 業……総勘定元帳、生産実績表、出

荷伝票等 
○運 送 業……出荷伝票等 
○サービス業……損益計算書、総勘定元帳等 
 
※ 例示した書類以外にも提示を求めること
があります。 

※ 初回の提出時に利用した生産指標は、以
降の提出時において原則として変更はでき
ません。 
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 【出向先事業所の雇用指標の状況に関する申出書 記載例】 

                  

○ⅠのＡ、Ｂ欄は、３か月の値 
○ⅡのＡ、Ｂ欄は、１か月の値 
例：出向開始の日…令和７年１月１日 

計画届の提出日…令和６年12月20日  
ⅠのＡ欄記入値………令和６年９～

11月の値 
ⅠのＢ欄記入値………令和５年９～

11月の値 
ⅡのＡ欄記入値………令和６年11月

の値 
ⅡのＢ欄記入値………令和５年11月

の値 
※ 

①計画届の提出日の属する月の前月
と前年同期との比較 

②計画届の提出日の属する月の前月
と計画届の提出日の属する月の
前々月から直近１年のいずれかの
月との比較（①による比較ができな
い場合に限る） 

のいずれかによる比較も可能です。こ
の場合はⅡに記載してください。 
 
※ Ⅰによる比較を行った場合は④のＡ
の値がＢの値に対して、 
・中小企業の場合、４名以上かつ10％を
超える減少 

・中小企業以外の場合、６名以上かつ
５％を超える減少 

がない場合は、支給対象事業主となり得
ます。 
 
※ Ⅱによる比較を行った場合は③のＡ
の値がＢの値に対して、 
・中小企業の場合、４名以上かつ10％を
超える減少 

・中小企業以外の場合、６名以上かつ
５％を超える減少 

がない場合は、支給対象事業主となり得
ます。 
 
※ 出向労働者の追加や出向期間の延長
に伴い、出向先事業所ごとの労働者の出
向終了日が審査対象期間（３（１）ウ「計
画届に記載できる対象労働者の出向時
期」（P.16））の末日を超える変更届を提
出する場合は本様式を改めて作成し、計
画届の変更と併せて提出してください。
この場合、「計画届の提出日」となってい
る部分は「変更届の提出日」と読み替え
ます。 

①欄については、 
・出向先事業所に雇用されている労
働者（雇用保険被保険者に限る）  

②欄については、 
・派遣労働者として出向先事業所に
役務の提供を行っている者 

の各月末の人数を記載してくださ
い。 
※Ａ、Ｂ欄に計算の結果端数が生

じる場合は、小数点以下を切り捨て
て下さい。 
 

【計画届または変更届の提出時】 

出向を開始する日の前日（可能あれば２週間

前）までに計画届に併せて提出してください。

ただし、出向を開始する日の前日までに提出が

困難である場合は、計画届を提出した日から起

算して１ヶ月を経過する日又は初回の支給申請

書の提出日のいずれか早い日までに提出するこ

とができます。 
計画届の審査は全ての書類の提出後となりま

すので、提出期限に関わらず可能な限りお早め
にご提出ください。 
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P.19に記載の(1)～(4)について
は、必ず記載してください。 

【出向協定書 作成例】 

   

・出向の実施を予定している時期
（始期・終期）と 期間（年月数）
を記載して下さい。 

・出向労働者が複数おり時期・期間
のパターンが複数ある場合や、協
定の締結段階で具体的な出向労働
者が未確定であるなどの理由で時
期・期間を確定できない場合は、時
期・期間の最大幅及びその範囲内
での各出向労働者の予定期間（１
年以内に限る）を記載することも
可能です。 

本作成例はあくまで例示の一つであ

り、実際の協定書の作成にあたって

は、出向元事業主・労働組合等の代表

者の双方で協議をお願いします。 
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【出向契約書 作成例 その１】 

  次の契約書はあくまで例示の一つであり、実際の契約書の作成にあたっては、出向元事業主・出向先事業主の双方で協議をお願いします。 
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【出向契約書 作成例 その２】 
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【出向に係る本人同意書 記載例】 

  

支給申請する出向労働者
全員分を提出してください。
この同意書が提出されない
者については、支給対象外と
なります。 
なお、出向労働者との間で

元々予定していた出向につ
いて既に計画届とともに本
同意書を提出している場合
であっても、 
・出向期間の変更(短縮を除
く)（※） 
・出向先事業所の変更 
があった場合には、計画届の
変更に併せてこの同意書を
再提出することが必要です。 
 
(※)例えば、令和７年４月１
日～令和７年６月30日に予
定していた３か月の出向に
ついて同意を得ていた場合、
当該３か月の出向の期間が
変更なくとも実施時期が前
倒し（例えば令和７年１月１
日～令和７年３月31日）にな
ったり、後ろ倒し（例えば令
和７年10月１日～令和７年
12月31日）になる場合にも、
再度この同意書の作成が必
要です。 
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【支給申請書 （出向元事業主部分）記載例 その１】 

 

 

  

様式第１号の計画届別紙１に記載し
た支給申請頻度を選択してください。 

様式第１号の計画届に記載した産業
分類の大分類を記載してください。 

今回支給申請する支給対象期中に
要した経費として、様式第６号（４）
⑮の出向元事業所欄の額を記載して
ください。 

出向元事業所において、支給対象期中に、他の事業
主に雇用されている雇用保険被保険者を出向により
雇い入れていたか否か、併給調整の対象となる助成

金等の支給対象となる労働者を雇入れていたか否
か、又は本助成金以外で国・地方公共団体からの補助
金等を受けていたか否か、もしくは、申請する予定が

あるかどうかについて、「有」又は「無」のどちらか
に「○」を付けてください。「有」の場合は受給して
いる（受給する）助成金等の具体的な名称を記入して

ください。なお、欄に記入しきれない場合は、別紙
（様式任意）にまとめてください。 

今回支給申請する支給対象期中の
出向労働者の数の合計を記載してく
ださい。 

①(5)および②(5)欄には、様式第1号

①(3)「企業規模」欄および様式第２号

①(3)「企業規模」欄で○を付けたものと

異なる内容で申請する場合のみ○を付け

てください。 

【同時に提出しなければならない支給申請書様式】 
(1)様式第６号（以下の a～cのうち該当するもの） 

a 出向元事業主が出向先事業主に対して賃金の全部又
は一部を補助する 
(a) 出向先事業主が出向労働者に対して賃金を支払

う【Ａ型】 
・様式第６号(2)a 
・様式第６号(4) 

(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働
者に対して賃金を支払う【Ｂ型】 

・様式第６号(2)b 

・様式第６号(4) 
b 出向元事業主が出向労働者に対して賃金を支払う 

(a) 出向元事業主が出向先事業主から賃金の全部又

は一部の補助を受ける【Ｃ型】 
・様式第６号(2)cｄ 
・様式第６号(4) 

(b) 出向元事業主が出向先事業主から賃金の一部の
補助を受け、出向先事業主が賃金を支払う【Ｄ型】 

  ・様式第６号(2)cｄ 

  ・様式第６号(4) 
(c) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働

者に対して賃金を支払う（出向元事業主と出向先

事業主間の賃金の補助はない）【Ｅ型】 
・様式第６号(2) efg 
・様式第６号(4) 

(d) 出向元事業主が出向労働者に対して全額賃金を
支払う【Ｆ型】 

・様式第６号(2) efg 

・様式第６号(4) 
c 出向先事業主のみが労働者に対して賃金を支払う【Ｇ
型】 

・様式第６号(2) efg 
・様式第６号(4) 

【添付書類】 

○ 支給要件確認申立書（様式第６号（５）） 
○確認書類(4)（出向の実績に関する書類）（→p.23参照） 

① 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出

向の形態と雇用関係及び雇用保険被保険者資格の確
認のための書類 

② 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための

書類 
 

出向元事業主と出向先事業主との間に
資本金等の関係がある場合には有とし、そ
の内容を記入してください。 

出向元事業所にとって、初めての支給申請であ

り、かつ本助成金の対象となる出向を行ってい

る出向先事業所において、被保険者資格を取得

している本助成金の出向労働者がいる場合の

み、その人数を記載してください。 
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（※） 支給申請書の提出は郵送による提出が

可能です（郵送事故防止のため、必ず簡易書留

など配達の記録が残る方法で、郵送してくださ

い。） 

  

【産業雇用安定助成金 支給申請書 （出向先事業主部分）記載例 その２】 

 

様式第２号の計画届に記載した産業
分類の大分類を記載してください。 

出向先事業所において、支給対象期中に、当該事業
所の被保険者について、 
・本助成金（出向元事業主の場合に限る）、雇用調整助

成金または通年雇用助成金(事業所内就業及び事業
所外就業、休業、職業訓練)を受けていたか否か、も 
しくは申請する予定があるかどうか 

・本助成金以外で国・地方公共団体からの補助金や委
託費等を受けていたか否か、もしくは申請する予定
があるかどうか 

について、「有」又は「無」のどちらかに「○」を付け
てください。「有」の場合は受給している（申請を予定
している）助成金、補助金、委託費等の具体的な名称

を記入してください。なお、欄に記入しきれない場合
は、別紙（様式任意）にまとめてください。 

今回支給申請する支給対象期中に要
した出向初期経費と出向運営経費の合
計として、様式第６号（４）⑮の出向先
事業主所の額を記載してください。 

今回支給申請する支給対象期中の
出向労働者の数の合計を記載してく
ださい。 

出向元事業主と出向先事業主との間
に資本金等の関係がある場合には有と
し、その内容を記入してください。 

【同時に提出しなければならない支給申請書様式】 
(1)様式第６号（以下の a～cのうち該当するもの） 

a 出向元事業主が出向先事業主に対して賃金の全部又は
一部を補助する 
(a) 出向先事業主が出向労働者に対して賃金を支払う

【Ａ型】 
・様式第６号(3)ab 

(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者

に対して賃金を支払う【Ｂ型】 
・様式第６号(3)ab  

b 出向元事業主が出向労働者に対して賃金を支払う 

(a) 出向元事業主が出向先事業主から賃金の全部又は
一部の補助を受ける【Ｃ型】 

・様式第６号(3)c 

(b) 出向元事業主が出向先事業主から賃金の一部の補
助を受け、出向先事業主が賃金を支払う【Ｄ型】 

・様式第６号(3)d 

(c) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者
に対して賃金を支払う（出向元事業主と出向先事業
主間の賃金の補助はない）【Ｅ型】 

・様式第６号(3) efg 
(d) 出向元事業主が出向労働者に対して全額賃金を支

払う【Ｆ型】 

・様式第６号(3) efg 
c 出向先事業主のみが労働者に対して賃金を支払う【Ｇ
型】 

・様式第６号(3) efg 
 
【添付書類】 

○支給要件確認申立書（様式第６号（５）） 
○支給申請合意書（様式第8号）（該当する場合） 
○Off-JT 部内講師要件確認書（様式第15号-1）（該当する

場合） 
○Off-JT 部外講師要件確認書（様式第15号-2）（該当する
場合） 

○確認書類(4)（出向の実績に関する書類）（→p.23参照） 
① 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向
の形態と雇用関係及び雇用保険被保険者資格の確認

のための書類 
② 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための
書類 

○ 支払方法・受取人住所届 

①(5)および②(5)欄には、様式第1号

①(3)「企業規模」欄および様式第２号

①(3)「企業規模」欄で○を付けたものと

異なる内容で申請する場合のみ○を付

けてください。 

出向先事業所にとって、初めての支給申請であ

り、出向先事業所において、雇用保険被保険者資

格を取得している本助成金の出向労働者（本申

請の出向元事業所以外の出向も含む）がいる場

合のみ、その人数を記載してください。 
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【出向元事業所賃金補填額・負担額等調書 記載例（C型の場合）】 

 

右上に記載している支
給対象期中に出向を実施

した出向労働者毎に全員
記載してください。 

出向開始後１か月以内に出向をしなくなった場合、出向期間
が１か月以上であるという要件を満たさないため、基本的に支
給対象となりませんが、次の理由で出向しなくなった場合に

は、出向しなくなった日の前日までの期間は支給対象となりま
すので、⑦欄以降は当該期間に要した額を記載してください。 
イ 出向労働者の責に帰すべき理由により解雇した場合 

ロ 出向労働者が自己の都合により退職した場合 
ハ 出向労働者が死亡した場合 
二 天災その他やむを得ない理由により継続が不可能となっ

たために出向の解消を行った場合 

出向元事業主が賃金として出向労働者に対し

て支払った額（出向先事業主が出向元事業主に補
助した額を含みます。）を記載してください。 

出向元事業主が賃金として出向労働者に対
して支払った額から、出向先事業主が出向元事
業主へ補助した額を除いた額を記載してくだ

さい。 

出向先事業主が出向元事業主に賃金の補助をした年月日を記

載してください。申請時点で未だ支払っておらず、これから支
払う予定の場合はその支払い予定日を記載してください。なお、
補助予定年月日は当該出向労働者の最後の支給対象期の支給申

請期限以内としてください。 

支給対象期中に出向を
受け入れている場合には

その始期を記載してくだ
さい。既に提出している
計画届に記載している出

向期間内の日付となって
いることを確認してくだ
さい。 

なお、本助成金の対象
となる出向労働者は、出
向開始前に６か月以上出

向元事業主で雇用されて
いた労働者である必要が
あります。６月以上経過

している場合は をして
ください。 

支給対象期中に出向が終了した場合は当該
年月日を、支給対象期よりも後に出向が終了

する場合は、その予定の日付を記載してくだ
さい。 
この日付は④から１か月以上１年以内の日

付である必要があります。 

当該支給対象期に出向労働者に対する賃金と

して、出向先事業主が出向元事業主に補助した
額を記載してください。申請時点で未だ支払っ
ておらず、これから支払う予定の場合はその支

払い予定額を記載してください。 
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【出向先事業所賃金補填額・負担額等調書 記載例（C型の場合） その１】 

右上に  記載している支給対象
期中に出向を実施した出向労働 

 

者毎に記載してください。 

支給対象期中に出
向を受け入れている
場合にはその始期を
記載してください。
既に提出している計
画届に記載している
出向期間内の日付と
なっていることを確
認してください。 

支給対象期中に出向が終了し
た場合は当該年月日を、支給対象
期よりも後に出向が終了する場
合は、その予定の日付を記載して
ください。 

この日付は②から１か月以上
１年以内の日付である必要があ
ります。 

出向先事業主が出向元事業主に賃金
の補助をした年月日を記載してくださ
い。申請時点で未だ支払っておらず、こ
れから支払う予定の場合はその支払い
予定日を記載してください。 

当該支給対象期に出向労働者に対する賃金とし
て、出向先事業主が出向元事業主に補助した額を
記載してください。申請時点で未だ支払っておら
ず、これから支払う予定の場合はその支払い予定
額を記載してください。 

出向元事業主が賃金とし
て出向労働者に対して支払
った額（出向先事業主が補助
した額を含みます。）を記載
してください。 

出向先事業主が出向労働者の賃金として出
向元事業主に補助した額のうち、出向元事業主
が出向労働者の賃金に充てた額を記載してく
ださい。 

申請時点で未だ賃金として補填しておらず、
これから補填する場合はその補填予定額を記
載してください。 

出向労働者を最初に受け入れる予
定の日の前日から起算して６月前の
日から支給対象期の末日までの間
に、出向労働者の受入れに際して、
自ら雇用する雇用保険被保険者を事
業主都合により解雇等（退職勧奨を
含む。）した場合はあるとし、その理
由を記入してください。 

出向元事業主が賃金として出向労働者

に対して支払った額から、出向先事業主
が出向元事業主へ補助した額を除いた額
を記載してください。 
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【支給対象者別支給額算定調書 記載例 その１】 

「出向開始日前１週間の総所定労働時間数」

「出向開始日前１週間の総所定労働日数」
 

× 出向開始日前日現在の「労働日に通常支
払われる１時間当たりの賃金の額」 

 
の値を記載してください。 

（２）で計算した値を（１）
で計算した値で除した値を記
入してください。 
0.85以上1.15以下の数値で  

あることを確認してくださ 
い。 
なお、1.15を超える場合に  

は、その賃金上昇に合理的な
理由がある場合には、支給対 
象となり得ますので、その理 
由を申し出てください。 

（記載例の前提） 
●労働 一郎 
出向前時給：1,100円 出向中時給：1,200円 
出向前所定労働時間：８時間／日 
出向中所定労働時間：８時間／日 
月当たり労働日：20日 
●労働 次郎 
出向前時給：1,000円 出向中時給：1,100円 
出向前所定労働時間：８時間／日 
出向中所定労働時間：８時間／日 
月当たり労働日：20日 

「支給対象期末日前１週間の総所定労働時間数」

「支給対象期末日前１週間の総所定労働日数」
 

× 支給対象期末日現在の「労働日に
通常支払われる１時間当たりの賃金
の額」 

 
の値を記載してください。 

A～G 型の賃金類型において、該当
する賃金類型に合わせてそれぞれ次
の金額を記載してください。 
○A 型=様式第６号（２）a の⑨欄の

金額 
○B 型=様式第６号（２）b の⑨欄と

⑩欄の合計金額 
○C 型及び D 型=様式第６号（２）cd

の⑩欄の金額 
○E 型及び F 型=様式第６号（２）efg

の⑦欄の金額 
○G 型=０円 

A～G 型の賃金類型において、該当
する賃金類型に合わせてそれぞれ次
の金額を記載してください。 
○A 型及び B 型=様式第６号（３）ab

の⑦欄の金額 
○C 型=様式第６号（３）c の⑧欄の

金額 
○D 型=様式第６号（３）d の⑧欄と

⑨欄の合計金額 
○E 型及び G 型=様式第６号（３）efg

の④欄の金額 
○F 型=０円 

出向先事業所で勤務した日
数（有給休暇を含みます）を記
載してください。 

当該出向労働者の出向開始
日の前日における労働日に通
常支払われる１日当たりの賃
金の額を記載してください（②
欄（１）と同じ値になります。）。 
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【支給対象者別支給額算定調書 記載例 その２】 

⑤が⑧を上回らない場合には、③欄
に記載した額を転記してください。 

 

⑤が⑧を上回らない場合には、④欄

に記載した額を転記してください。 
 

⑤が⑧を上回る場合に記載してください。計算式は以下のとおりです。 

⑧「⑥×⑦の額（円）」欄の額  × 

③「当該支給対象期に出向元事業主が支給・補填した賃金の額（円）」     ④「当該支給対象期に出向先事業主が支給・補填した賃金の額（円）」   
 

③と④の計（円）  

 

⑤が⑧を上回る場合に記載してください。計算式は以下のとおりです。 

⑧「⑥×⑦の額（円）」欄の額  × 

③と④の計（円）  

 

⑨か⑪、⑩か⑫でそれぞれ記載した方
の額に 

・中小企業であれば５分の４ 
・中小企業以外であれば３分の２ 
を乗じた額を記載してください。 

⑬欄に記載した額と⑭欄に記載した額の合計が、 
日額上限8,635円×⑦欄の日数を上回る場合には次により計 

算した金額をこの欄に記載してください。 
  

・出向元助成金額 
8,635（円／日） × 
⑦「当該支給対象期の実労働日数（日）」欄に記載した日数  × 

「⑬出向元助成対象額（円）」 

「⑬出向元助成対象額൫円൯」＋「⑭出向先助成対象額（円）」
 

 

・出向先助成金額 
8,635（円／日） × 
⑦「当該支給対象期の実労働日数（日）」欄に記載した日数 × 

「⑭出向先助成対象額（円）」

「⑬出向元助成対象額൫円൯」＋「⑭出向先助成対象額（円）」
 

●【⑬＋⑭が8,635×⑦を上回る場合】 
→「出向先助成金額」(支給上限額)欄 

 
●【⑬＋⑭が8,635×⑦以下の場合】 
→「⑭出向先助成対象額（円）」欄 

●【⑬＋⑭が8,635×⑦を上回る場合】 
→「出向元助成金額」(支給上限額)欄 
 

●【⑬＋⑭が8,635×⑦以下の場合】 
→「⑬出向元助成対象額（円）」欄 

「⑮合計支給申請金額(円)」欄には、出向元事業所及び
出向先事業所それぞれ本様式（続紙があれば続紙も含  

む）記載の全ての出向対象労働者の支給申請額の総額を  
記載してください。 


